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（
別
添
１
）

○
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
設
置
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

馳

浩

大
学
設
置
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
四
十
二
条
」
を
「
―
第
四
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
九
章
中
第
四
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
の
機
会
等
）

第
四
十
二
条
の
三

大
学
は
、
当
該
大
学
の
教
育
研
究
活
動
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
そ
の
職
員
に
必
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要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
並
び
に
そ
の
能
力
及
び
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修
（
第
二
十
五
条
の
三
に
規

定
す
る
研
修
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
―
第
十
条
」
を
「
―
第
十
条
の
二
」
に
、
「
第
十
条
の
二
」
を
「
第
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
を
第
十
条
の
三
と
し
、
第
二
章
中
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
の
機
会
等
）

第
十
条
の
二

高
等
専
門
学
校
は
、
当
該
高
等
専
門
学
校
の
教
育
研
究
活
動
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、

そ
の
職
員
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
並
び
に
そ
の
能
力
及
び
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修
（
第
十
七

条
の
四
に
規
定
す
る
研
修
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
取
組
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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目
次
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
四
十
四
条
を
第
四
十
五
条
と
し
、
第
四
十
三
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
四
十
二

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
の
機
会
等
）

第
四
十
三
条

大
学
院
は
、
当
該
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
そ
の
職
員
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
並
び
に
そ
の
能
力
及
び
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修
（
第
十
四
条
の
三
に
規
定

す
る
研
修
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
三
十
五
条
」
を
「
―
第
三
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
九
章
中
第
三
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
の
機
会
等
）
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第
三
十
五
条
の
三

短
期
大
学
は
、
当
該
短
期
大
学
の
教
育
研
究
活
動
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
そ
の

職
員
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
並
び
に
そ
の
能
力
及
び
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修
（
第
十
一
条
の

三
に
規
定
す
る
研
修
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


